
幼児期乳児　期妊娠期

●乳児家庭
全戸訪問
事業❶❹ 

I

●妊娠に関する相談･･･････････････････････････････❹
●妊娠8か月頃アンケート・面談 ･････････❶

D 0～12か月：赤ちゃん広場･･････････❸
1～3か月：にこにこ広場･････････････❹
2～5か月：赤ちゃんがきた！･･･････❹

5～10か月：美ママ講座･･････････････❹
6～12か月：離乳食講習会･･････････❶E

F

J

K

M

G

H

一時預かり事業　

●ファミリー・サポート・  センター事業（3か月～10歳未満）　4ファミリー・サポート・センター福島　?6453-0210　66453-0208

病児・病後児保育（6か月～小6）　

区役所で実施

病院受診

●1歳6か月児
健康診査❶

●乳児後期健康診査
（9～11か月）❶病院受診

●乳児一般健康診査❶

●3か月児健康診査❶
区役所で実施

区役所で実施

●保育所入所手続き･････････････････❷
※入所（希望）日時点で6 か月以上
であれば可能です。3か 月から受
け入れ可能な施設もあ ります。

※入園可能な年齢は園
によって異なります。
※申込みは各園で行っています。

出産期 

●アレルギー予防教室／乳幼児アトピー・ぜん息相談
4健康局大阪市保健所管理課　?6647-0648　66647-0803

子育ての仲間づくりと学びの場

0か月 6か月 1歳 3歳 6歳

❶保健福祉課（健康推進）2階24番 ?6464-9882

❷保健福祉課（子育て教育）2階20番 ?6464-9860

❸保健福祉課（子育て支援室）2階20番 ?6464-9887
❹保健福祉課（保健活動）2階23番 ?6464-9968

❶～❹共通　66462-4854

問
合
せ
先

わくわくマタニティ教室❹A

ふたご・みつごちゃん交流会❹B

赤ちゃん広場 ････････ ❸D

にこにこ広場 ････････ ❹E

～親子の絆づくりプログラム～
赤ちゃんがきた！（全4回）･････❹

F

離乳食講習会･･･････････････❶H
　離乳食のすすめ方につい
て、調理実習を交えながらお
話をします。　妊娠中の過ごし方などにつ

いて参加者同士や先輩ママ・パ
パと交流しながら、楽しく学び
ましょう。

　子育てやあそびのヒントを
ご紹介！月齢の近い
赤ちゃんとの出会い
もあります。お気軽
にお越しください。

　みんなでお話をしながら、子育ての知識を学べます。

　日々の育児について情報交
換してみませんか。妊婦さんの
参加もお待ちしています！

　赤ちゃんとの生活や悩みなどをママ・パパ同士で情報
交換する場です。

福島区は子育てを応援します！

子育て応援ヘルパー

福島区役所では、妊娠期から就学期にわたって、
切れ目のない子育て支援を行っています。

親子教室こあら･･････････ ❶

　ことばがゆっくりな1歳6か月児健診受診後の未就園の
お子さんとその保護者が対象です。ふれあい遊び、運動遊
びなどを通して、ことばの発達を促します。

I

美ママ講座 ･･･････････････････❹

　赤ちゃんと一緒に産後の骨盤
を整える体操をしながら、ママの
心と体に耳を傾けてみましょう。

G ストレッチ中♪ストレッチ中♪

お友達
見つけた！
お友達
見つけた！

●4・5歳児発達相談 ････ ❹
●4歳児訪問事業･････････ ❸

●発達相談　　　 ･････････････ ❹
●心理相談　　　 ･････････････ ❶

要予約

要申込

要申込

要申込

要申込

要申込

要申込

要申込

要予約

●新生児聴覚検査　　　　 ･･････････････････❶
●産婦健康診査　　　　 ･････････････････････❶ 親子教室こあら･･･････････････ ❶

●幼稚園入園手続き

●3歳児健康診査　　　　　　････❶

病院受診
病院受診　 わくわくマタニティ教室 ･･････････････････❹

●妊婦歯科健診･･･････････････････････････････････････❶
●プレパパ・ママの育児セミナー
4大阪府助産師会 ?6771-3839　66775-8446

A

●妊婦健康診査（費用助成）　　　　･･･❶
●RSウイルスワクチン（定期接種）
（妊娠28週～36週6日）･････････････❶

病院受診

●妊娠届･･･････････････････････････････････････････････････❶
●母子健康手帳･･･････････････････････････････････････❶
●妊婦のための支援給付金･･･････････････････❶

●産後ケア事業（出産後1年未満）････････❶

●未熟児養育医療制度･･･････････････････････････❶
（満1歳未満の未熟児で必要な方）
●小児慢性特定疾病医療費助成制度･･･❶
（18歳までの必要な方）

助産師の授乳相談･････････････❹C
　授乳期のママと赤ちゃん（概ね1歳
まで）が対象です。助産師が授乳につ
いて相談に応じます。

要申込

●ペアレントトレーニング❹ P11へB ふたご・みつごちゃん交流会 ････････❹ P11へ

C 助産師の授乳相談 ･･･････❹ P11へ

P5へ

P5・16へ

P5へ

L こども誰でも通園制度

P5へ
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